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地

租

改

正

案

に

於

け

る
若

干

問

題
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・
法
學
博
士

貨

幣

数

量

説

に

つ

い

て

・
・
…

:

・
文
學
博
士

岨説

苑

商

人

の

漁

業

家

化
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経
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學
上

掲

挽

凝

硬
困
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経

済

學

士
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憂
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縄
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士
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士
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天

〆」
系

一

、.田

畠雑

録

所

謂

「
経

濟

統

計

學

」
に

就

い

て

:

一

・
経

済

畢

生

曳

測

=

伶

ナ

る

菜

重

言

肩

呆

盒

・
…

観
梅
墨
士

ゴ
ー「
r
町「
P
や
JZ

章
ヒ

」
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"イ
ー
)

イ
ー
ト

英

国

脈
碓
投

資

ト

ラ

ス

ト

の

近

況

.

.

.
・
経

済
學

士

佛

蘭

西

の

地

方

財

政

・

.

.

.

.

,

.
経
済

學

士

我

國

の

鐵

道

資

本

に

つ

い

て

:

.

.

.
経

済
學

士

四

民

平

等

令

ご

百

姓

一
揆

:
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毒

覆

博
士

近

着

外

囲

経

済

雑
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題
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畑物
逸

に

於

け

る

間
ぎ
9
コ
N
9
二
ωσq
匡

o
『

の

理

論中

川

與

之

助

序

口

類

轟
港
島
笹
ゆ
幽9

(
略

し

て
F

A

ε

い

っ
て

み

る

。
以

下

之

に
從

ふ
)

こ

い
ふ
語

は

も

こ
瑞

西

の
法

律

語

で

あ

っ

セ

の

で

あ

る
が

吋
九

二
三

年

六

月

号

三

日

の

軍

器
鵠
鍵
齢
蛋

鼻
照
①
ωΦ
欝

(
略

し

て
F

A

G

ご

い

ふ
。)
の
公

布

以
来

り

濁
逸

に
於
け

る
法
律

語

こ
な

つ
泥

。
今

日
筍
し
く

も
文
明
國

こ
い
は
る

、
國

に
於

て
は
猫
り
濁
逸

の
み
な
ら
す

何

れ

の
國

に
於

て
も
財
政

こ

い

へ
ば
中
央

財
政

ご
共

に
地
方
財
政

の
組
織
を
有
し

て
み
る
。
言

ふ
迄
も
な

く

こ
れ
ら

の
財

政
は
國

民
経
済

に
よ
り
て
支

持

さ
れ

て
み
る
の

で
あ
る
が
、
そ

の
支
持
す

る
能
力

に
は
自

ら
限
度

が
あ

っ
て

無
限

に
そ

れ
ら

の
財
政
需
要

に
慮

す

る
を
許

さ
漁
。
然

る

に
近
時

各
国

が
中
央

・地
方
を
通

じ
て

著
し
く
財
政
需

」要

を
増
加

し

つ
、
あ

る
。

こ
の
増
加

し

つ
、
あ
る
財
政
需
要

ご
収

入

ご
を
如
何

に
適

合
す

る
か

の
問

題

が
財
政
禮

系

上
の
根
本
問
題

こ
な

っ
て
來

セ
。
特

に
之

は
濁
逸

に
於

て

は

コ
轟
轟
窪
。。σq
一。
一6
密
陀
。
ぴ
一・
∋

こ
し

て
學
問

的

に
研

ハ

究

さ
れ

つ
、
あ

る
(註

)
。
何
故

に
特

に
濁
逸

に
於

て

こ
の
種

の
研
究

が
盛

ん

ビ
な

っ
た
か

ビ

い
ふ
に
先

の
世
界

戦

争

の
結

果
濁
逸

は
従
来

の
傳
統
的

財
政
組
織
を

根
本
的

に
愛
車

す

る
の
必
要

に
迫
ら
れ
た
か
ぢ

で
あ

る
。
以
下

少

し

く
同
國

に
於

け

る
問
題

の
取
扱

ひ
方
を
考
察

せ
う

ε
思

ふ
。

幽

説

苑

濁
逸
に
於
け
る
国
ぎ
m口固m葛
oqげ
8
崖
の
理
論

第
三
十
巻

七
七
七

第
五
號

六
・五
r

一

=)AnnalendesDeutsche=幽Relchs・1927・S… 〔・

2,HandbuchderFinanzT【ssenschaf亡II.343一 ・
.344



唱

読
.

苑

獅

逸

に
於
け
る
勾
ぎ
箇ロ
N箇
島
oq
冨
剛o『
の
理
論

第
三
十
巻

七
七
八

第
五
號

六
山
ハ

〔
註

〕

　苛

ぎ
雪

田

岳
嘔
①
団6『

.

と

い
ふ

言

葉

並

に

こ

の
問

題

を

概

括

的

に

全

般

的

に

研

究

し

始

め

た

の

は

最

近

の
事

で

あ

る

。

併

し
問

題

自

髄

は

古

く

し

て

か

く

の

如

き

表

現

の
採

用

せ

ら

る

工
以

前

に
既

に

例

へ
個

別

的

な

る

に

せ

よ

科

學

的

に

取

扱

は

れ

て

る

た

。

国

家

と
地

方

團

髄

と

の
財

政

關

係

に
就

て

は

丙
。
ヨ
ヨ
巨

巴
三

u
お
器

。
訂

P

が

、

更

に
叉

不

充

分

乍

ら

財

政

學

も
取

扱

っ

て
來

た

。

併

し

そ

れ

は

特

大
地

方

税

.

地

方

公

課

を

上

述

の
如

く

科

學

的

に
取

扱

ひ

し

も

の

に

非

ず

し

て

國

家

に

罰

す

る

財

政

上

の

諸

関

係

例

之

、
財

政

計

盤

と

租

親

決

定

殊

に

市

町

村

の
公

課

に
就

て

の

國

家

の
承

認

、

一
定

の
租

税

の

新

設

・
堵

税

に

就

て

の
国

家

の
許

容

不

許

容

に

關

ナ

る

規

定

で

あ

っ
た

。
こ

れ

ら

の
問

題

は

特

に

一
八

九

三

年

六

月

十

四

H

の

蜜

5
萄

尻
。
冨

う

囚
。
日
日
口
口
p・
『
言

p
び
弓

鳴

港

町

に

よ

く

あ

ら

は

れ

、

こ

の
範

園

の
古

き

文

献

並

び

に
根

本

問

題

に

就

て
は

島
①
国
岡
巳
9
三
コ
暇
N
萄

嗣
・
}
目
m
四
p
6.
①
"
o
u,

囚
o
日
日
①
コ
日
崩

<
0
5

》
臼
o
穿

m

を

逸

し

で

は

な

ら

ぬ

。

宕
o
色
-
聞
H①
巨
巳

-
しの
o
プ
乏
p
q

噂

こo
ρ葺

き

薫

。
冒

。
碁

客
〔
恐

等

は

何

れ

も
.官

吏

で

あ

り

實

際

家

で

あ

る

が

、

こ

れ

ら

の
問

題

の
註

繹

・
論

説

に
大
.
な

る

貢

献

を

な

し

プ

ロ

シ

ャ

の
宵
同
等

行

政

法

院

(〇
一)①
「ぐ
円
卓
巴
且
コ
盤

四
苦

写
一高
)
の
到

決

は

黒

多

く

の
理

論

的

實

質

を

遺

し

て

み

る

。

英

國

に
於

け

る

こ

の
種

の

研

究

に

就

で

コ
コ

ユ
ロ
ロ

ロの
て
コ
　

ロ　
コ
ロ

リゴ
　
　
　

ロ
　　
　
　
　
じ
き
ヨ
ニ
　
レと
　
ト
し
りし

う

に

ド

ゴ
　
ビ
コ
　
　

コ
ヒ
ロ
　
ヒ

し
げ
ロ
ロ
ロ
　
と
う
りロ
　で　ド
ラ
セ

く
し
　
ト
へ
う
つ
じ
も
ドのエ
ド

は

ひ
δ
5
0
団

≦

①
じ
G

瀞皿

ひ

に

h
鳥
e
回

診
藷
=
α
蜜

¢
説

翠

蓮

沼

び

ζ
昌
g
ψ
F一
〉
α
∈

一⊆
吟

¢
暑

を

#

さ

乳

ね

カ

・ヒ

臨

猴

塑

に
賃

働

罵
「
に

禰

冴

舜

と

之

に
鯛

れ

ず

囚
呂

穿

雪

目

の

困
。
目

目
雪

国
ヨ

昌
昌

N
①
コ

は

唯

一

の
文

献

で

あ

っ
た

。

尤

も

戦

前

に

於

け

る

帝

國

税

制

改
革

(
閃
。
甘
言

㏄寄
器

「7

8
凶
日
)

の
根

本

は

實

は

F

A

の
解

決

の
試

み

に

な

ら

ず

A
■
日

F

A

の
立

法

に
利

用

さ

れ

つ

エ
あ

る

形

式

は

當

時

に

も

利

用

せ

ら

れ

た

の

で

あ

る

。

旨

を

。
一箪

∪
【9
N
①
r

ω
言
置

等

の
諸

著

も

ζ

の

問

題

に

躙

れ

て

は

み

る

が

、

租

税

配

分

の
統

制

の
み

を

論

じ

た

も

の

で

聡

い

。

戦

前

に

於

て

く
・
圏
二
塁

が

下

級

画

家

と

上

級

画

家

と

の
財

政

上

の
相

互

關

係

を

論

じ

て

み

る

の

は

注

意

す

る

に

足

る
。

以

上

の
経

過

は

大

燈

墺

太

利

匈

牙

利

で

も
同

様

で

あ

っ
た

。

唯

同

国

で

は

=
諺
田
魑
9
島

-、

の
語

は

一
八

六

七

年

以

来

b
。
コ
翌

日
8

震
。
三

①

の

二

つ

の
部

分

の
財

政

關

係

の
統

制

に

關

し

て

の
慣

用

語

と

な

っ

て

み

た

。

瑞

西

で

は

既

に
久

し

い
以

前

か

ら

・ー
コ

ロ
・
ゴ
、
溝
口
、
四
一.
㎞。
一、
..

と

い

ふ

語

は

聯

邦

(
国
乙
㈹
。
昌
。
団
団
-

窪

・。。
冨

δ

と

州

(
囚
㊤
三

。
巳

と

の
財

政

上

の
關

係

に

使

用

さ

れ

て

る

た

。

既

に

述

べ

し

如

く

掲

逸

で

は

こ

の
語

が
約

一
九

二

〇

年

頃

か

ら

通

用

語

と

な

っ
た

の

で

あ

る

が

、

之

に

就

て

は

国

。
驕

鑑

の

二
U
。
「

蜀
冒
彗

舜
島

旦
。
聞島

回ヨ

野

乱

臣
㏄
9
鑓

二

目

。。
①
冒
。
「

田鼠
巴
曽
①
号

藍

島

①
昌

守

q
①
三

号

呪

.

に
資

ふ

所

が

多

い
。

兎

に
角

周
冒
磐

N
昌

い
四
嵐

鼻

..

は

も

と

外

國

語

で

あ

っ
た

の

で

あ

る

が

、

か

の

ど

H
・善

計

隆

窪

①
お
舘
魯
N
..

が

一
九

二

三

年

に

改

正

せ

ら

れ

て

・・
霊

量

目

聾

。・嘔
昏

冨

B
①
一㌧

と

修

正

せ

ら

れ

て
以

来

最

早

決

定

的

の
法

律

語

と

な

っ

た

の

で

あ

る

。

猶

ζ

の
新

し

き

文

献

に
就

て

は

寓

o
ぢ

氏

は

噛』
{
9
ロ
ユ
零
α
答
①
魯

蓉
ゴ

自
o
「
Oo
ド
四
冨
三

眠
o
誹
o
ゴ
①
津

"噂

の

3
霊

5
卑
5
N
m富

旭
9
0
ゴ
噂.

の
項

に
揚

げ

て

み

る

。

倫

男
o
甘
言

も

国

p
口
島
ぴ
目
o
ゴ

"
q

岡
ぎ

p
冨
N
藍

い
い
o
口
m
o
げ
p
津

目

げ
p
5
幽

の

U
臼

同
三
碧

墨

田

聡
ユ
oゴ

の
項

に
於

て

そ

の
文

献

髪

載

せ

て

み

る



二

ひ

猫
逸
財
政
制
度
の
攣
革

濁
逸

は
國

の
起
源

を
關
税
同
盟

に
登

し
て
毬

に
北
濁
逸
聯

邦

ご
な

り
更

に
進

ん

で
濁
逸
帝
國

こ
な

つ
把
も
の
で

あ

る
。

こ
れ
ら

の
各
時
代
を
通

じ
て
中

央

の
財
源

を
観

る
に
關

税
牧

人

が
最

も
重
き
を

な
し

、
こ
の
外
開
税
同

盟

時
代

に
は
砂
糖
税

が
、
北
濁
逸
聯

邦
時
代

に
は
亘

に
煙
草
税

・婆

酒
税

・火

酒
税

・聴
視
等

の
消
費

税

が
加

は
り

、濁

逸

帝
國
時

代

に
入
b

て
も
略
右

の
根

本
制
度

を
踏
襲
し

て
ゐ
把
。

一
方

、
濁
逸

帝
国
時
代

の
各
聯

邦
の
財
源
を
観

る
に
直
接
税

が
機
達

し

一
八
九
三
年

に
普

魯
西

が
税
制
を
改
革

し

て
所
得
税
を
主

税
こ
し

一
般

財
産

税

・
相
綾

税

等

を

以

て
之

が
補
完
税

こ
し
収
益

税
は
之
を
市

町
村

に
移
す

の
主
義

を
探

っ
て
以
来

他
の
多

く
の
諸
邦

も
之

に
微

っ
て
ゐ
紀

。
之
を
要
す

る
に
帝
国

が
間

接
税

で
地

方
は
直
接
税

で
そ
の
財
政
を

賄

ふ
ご
い
ふ

の
が

こ
の
國

の
傳
統

的

財
政
制
度

で
あ

っ
た
の
で
あ

る
。
然

る
に
世
界
戦
争

の
結

果
帝
國

が
亘
額

の
戦
費
を

必
要

こ
す

る
に
至

る
や

、

到
底

従
来

の
間
接
税
牧
人

の
み

に
椅
頼

す

る

こ
ご
能

は
す
聯
邦

の
傳
統

的
課
税

領
域

た
る
直
接
税

の
範
園

に
侵

入

す

る

に
至

つ
セ

の
で
あ
る
。
帥
ち
戦
時
中

に
旅

客
賃
.物
運
邊
税

・
郵
便

電
信
電
話
料
金
税

。戦
時

利
得
税
等

が
新

設

せ
ら

れ
手
形
印

紙
税

・帝
國
印
紙

税
等

は
改

正
を
加

へ
ら

れ
把
。戦

後

に
は
土
地
所
有
権
移
縛
税

・
土
地
獲
得
税

・取

引

税
。
戦
時

財
産
増
便

税

・緊
急
犠

牲
税
・
帝
国
所
得

税
・
資
本
収
益

税
・
會
杜
税

・
所
得
税
補
充
税

が
新

設
せ
ら

れ
相

続
税

に
は
根
本

的

の
改

正
を
加

へ
把
の

で
あ

る
。

か
く

の
如

く
中

央

が
そ

の
課
税
領
域
を
振

張

し
地

方
財
源
ま

で

も
慧

食
す

る
に
至

っ
て
は
最
早
地
方
聯

邦
の
傳
統

的
財
政
制
度

も
亦
破
壊

せ
ら

れ
た
も

の
ご

い
は
ね
ば
な
ら

の
。

弦

に
於

て
か
濁
逸

の
財
政
制
度

は
新

に
樹

て
直
し

の
必
要

に
迫
ら
れ

た
の
で
あ
る
が
果
し
て
如

何
な

る
礎
石

の
上

観

+犯

濁
逸
に
於
け
る
句
一口
僧ロ国華ロロαq一①ざ
7
の
理
論

第
三
十
巷

七
七
九

舶第
五
號

六
七

⇒ 小川郷太郎博士:蜀 逸帝國に於 ける税制の登達 を論ず(経 済論叢第十二巻第一號)盲
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説

苑

蜀
逸
に
於
け
る
周
回ロ薗
昌
鍔
目
の㎎
①
剛o
げ
の
理
論
…

㎝弟
三
十
巻

七
八
○

第
五
號

六
八

を

な

す

べ
き

か

㌢
先

決

問

題

で

あ

る

。

こ

れ

、

同

國

に
於

て

周
写
弩

N
四
二
。・
σq
一一2

・・℃
戦
。
げ
一。
ヨ

が

根

本

的

に
論

究

せ

ら

に

之

る

、

に

至

つ

π

所

以

で

あ

る

。

三

F
A

の
意
義
及

び
内
容

F
A
を

財
政
即
ち

零
轟
自

に
於
け

る
牧

支

の

》
器
笹
o
囲。
ゴ

で
あ
る
ご
解
ず

る
な
ら

ば
問
題

は
極

め
て
古

く
今

更

こ
ご
新

し
く
論
ず

る
ま

で
も
な

く
昔

炉
ら

財
政

々
策

の
目
的

こ
し

た
る
所

で
あ
り
、
且

つ
そ

の
取
扱

ふ
問

題

の

範
圃

も
収
入
論

・支

出
論
公
債
論
等

財
政
學

一
般

の
問
題
を
包
括
す

る
こ
ご

、
な

る
。
乍

併
、
近
時

掲
蓮

に
於

で
論

せ
ら
れ

て
る
る
F
A

は

か

㌔
る
廣

義

⑳
も

の
に
非

す

し
て
財
政

上
の
濁
自

的
な
部

分
問
題

で
あ
り
特

に
之

を
財

政

法
的

の
見
地

よ
り
考
究

し
て
み

る
も
の
で
あ
観
。
尤

も
饒

に
述

べ
し
如

く

か

＼
る
研
究

の
起
れ

る
は
最
近

の
事
・に

属
す

る
が
故

に
之

に
附
す

る
學

問
的
意
義
及

び
内

容

は
諸
家

の
間

に
於

て
必
ず

し

も

一
致
し

て
み
る
わ
け

で
は
な

い
。
試
み

に
F
A

に
就

て
の
二
三

の
定
義

を
掲
げ

る
な
ら
ば
、

ヘ
ン
ぜ

ル
は
「
同

一
の
國
家

團
膿
(Q∩
富
劈

く
臼
σ
§
自
)

内

に
於
け

る
各
種

の
租
税
権
者

(Q。
叶2
興
αq
蛋

互
σq
の
『)
間

の
権

利
關

係

の
規

定

(因
Φ
の
ω
一=
渥
)
を

F
A

ざ
名

け

る
。

帥
ち

F
A
は
各
租
税
権
者

が
相

互

に
如
何
様

に
そ

の
課
税
権
を
制

限

せ
ら

る

、
か
叉

い
か
な

る
範

園

に
於

て
他

の

課

税
権

者

か
ら
租
税
牧

人

の
分

配
を
う
く

る
か

、
更

に
又

か

、
る
分
配
な
き
場
合
如

何
な

る
程
度

に
於

て
上
級

團

燈

の
財
政
的
支
持
を

う
く

る
か
等

に
就

て
規
定

せ
ん

ご
す

る
も

の
で
あ
る
」

ご
な
し
更

に
彼
は

「
F
A

に
は
相
互

の
間

に
行

は

る

、
行
政
救
済

(<
㊥
「'毒
巨

コ
σq
ω三

訂
)

に
閲
す

る
規
範

(Z
o
月

。
こ

を

も
包
括

せ
し

め
う

る
」

ビ

い

ひ
、

マ
ー

ク

ル
は
「
F
A
は
国
家

ご
州

ご
の
財
政
法
的
且

つ
財
政

々
策

的
關
係

の
秩
序

(9

含

=
褥
)
を
全

禮

と
し

巳)」.PopitzFinanzausgleich(H:andw6rterbucllderStε.atSTissenschafヒen

. z)A・HenseLSteuerechヒS・ 二6

IIIS.1017,



ハ

て
取
扱

ふ
も

の
で
あ
り
L
而
し
て
彼

に
よ
れ
ば
「
財
政
法
は
公
共
團
膣

の
牧

人
巴
支
出

ご
に
閲
す

る
法
規

の
絡
膿

で

あ

る
。
」
更

に
ポ
ー

ピ
ッ

ッ
に
よ
れ
ば

「
F

A

ε
は
國
尿

ご
之

に
従
属
す

る
地
域
團
膿
間

に
於
け

る
財
政
的
關
係

の

総

膿
」
を

指
し
「
軍

一
画
家

或
は
國
家

聯
合
内

の
地
域
團
膿

間

に
存
す

る
財
政
關
係

に
就

て
の
事
實

局
無
げ
。
・。蘇
55
曾
)

若

く
は
規
定

(
国
。
σq
の一二
轟

窪
)
の
総
鐙
」
で
あ

る
。

オ

ス
ト

マ
イ

エ
リ

ン
は
F

A
は

「
国
家

相
互
間
若
く

は
国
家

ご

国

家

に
於

け

る
各
種
階
級

の
地
域
團
膿
間

に
於

け

る
支
出
権
能

(〉
=
の㈹
駐
窪
N
F隣
雪
虫
σq
パ
o
律
Φ
コ
)
に
相
悉

す

る
収
入

の

権
能

(霞
目

聾
3
①
N
拐
〔雪
田
σq
犀
。
諸
富
)

の
配

分

で
あ

る
」
こ
な

し
、
更

に
氏

は
か

㌦
る
配
分

の
適

合

に
よ
り

て
滋

に

始

め
て
「
各
團
膿

の
権

利
ざ
義

務

ご
は
確

立

せ
ら
れ

る
ビ
」
い
っ
て
み

る
。
右

の
諸
説
を
観

る
に
F
A
を

図
。
σq
9
§
騨

ラ

O
a
萱
コ
単

団
Φ
の
ε
日
毎

綿
一一

な
り

ど
な
す

が
.
そ

の
内
容

に
就

て
は
或

は

い
租
脱
塵
者
司

り
灌

利
調
系

ε
な
す

も

)

)

(

)

の
ろ
財
政

法
的
且

つ
財
政

々
策

的
關
係

ご
な
す

も

の
或

は
文
革

に
は
財
政
諸
關
係

こ
な
す

あ
り
は
支
出
権
能

に
粗

く

く

く

慮

す

る
牧

人
権
能

の
配
分
な

り
ご
説

く
も

の
等

あ
り

て
必
ず
し

も
そ

の
言

ふ
所

を

一
に
せ

訟
が
、
財

政
法

財
政

々

策

・
財
政
關
係

ビ

い

へ
ば
軍

に
牧
人

の
み
な
ら
す
支
出
方

面
を

も
包
括
す

る
も

の
な

る
が
故
ビ

以
上

の
説
は
要
す

　

　

一5
に
F
A

に
就

て
は

一
専
ら
牧

人
就
中

租
税
構
関
係
を
規

定
す

る
も

の
な

り
こ
な
す
も

の
芒

二
牧
人

・
支
出

の
二

く

く

方

面

の
相
互
關

係
を
規
定
す

る
ご
な
す

も
の

こ
の
二
つ
に
大

別
し
う

る
の
で
あ

る
。
而
し

て
↓

に
就

て
は

ヘ
ン
ぜ

　
ル
ニ

に
就

て
は
ポ
ー

ピ
ッ

ッ
の
研
究

が
最

も
知

ら
れ

て
み

る
如
く

で
あ

る
。
翻

っ
て
F
A

の
法
的
規

定

の
日
「粛
ゆ
「

く
は
如
何

ざ

い
ふ
に
上
掲
諸
家

は
或
は
同

一
國
家

内

の
各
種

租
税
権
者

な
り

と

い
ひ
或

は
國
家

ご
州
或

は
國
家

ご
國

家

に
従
属
す

る
地
域
團

禮
或
は
国

家
相
互
間
若

く
は
國
家

内

の
各
階
級

の
地
域

團
膿
な

り
等

い
っ
て
み

る
が
、
彼

等

は
F
A

は
國
家
聯
合

(u。
鼠
p
帯
嚢
。
量

巴
琶
鴨
⇒
)
・の
問
題

に
し
で
、
帥

ち
色

々
の
國
家
椹
力

(
匂D
叶器
斤。。σq
。
≦
聾

窪
)

観

菊

掲
逸
に
於
け
る
司
置
き
§
鵠
09
誠
。
『
の
理
論

第
三
十
倦

七
八

一

第
五
號

六
九

3)
4)
5)
6)

AnnalendesdeuschenReichs.1927.S.2.
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「

馬

設

苑

濁
逸

に
於

け
る
聞
一塁
コ
鵠
目
コ・09
♂
幽oプ
の
理
論

第

三
十
巻

七

八
二

第

五
號
.

七
Q

が
互

に

、
あ

る
關

係
一

そ

れ

は

同

位

(臼

。
ま
自
α
巨
㈹
)
.で
あ

ら

う

が

下
位

(¢
算
2
母
臼
5
四
)
で
あ

ら

う

が
一

に
繋

が

れ

る
場

合

に
形

成

さ

る

、
も

の

で
あ

る
ご

い
ふ

ご

ざ

に
裁

て

は

一
致

し

て

み

る
様

で
あ

る
が
、

F

A

が
そ

の
他

の

國

家

に
も
起

b

え

な

い
で

あ
ら

う

か

に
就

て

は
諸

説

異

る
も

の

が

あ
り

、

オ

ス
ト

マ
イ

エ
ソ

ン
も

「
F

A

は
軍

に

し。
叶鎚
器
コ
く
臼
σ
三
α
巷

σq
2

の
問

題

で

あ

る
か

或

は

地
方

分
権

的

な

箪

一
國

家

(国
自

窪

ωけ器
什)

の
問

題

で
も

あ

る
か

の

は
疑
問

で
あ

る
。
」
こ

い
っ
て
る

る
。
之

を
要
す

る
に
、
F
A
は
軍

一
な

る
財
政

に
於

け
る
牧
支

の
均
衡
を

論
ず

る

も
の

に
非

す
し

ば--複
激

の
財
政
組
織
相
互

の
間

に
存
す

る
財
政
關
係
を
研
究
す

る
も
の
に
し
て
、
そ
れ

に
は
牧
人

支
比

¢
磧
方

面

に
遡

り
て
そ
れ
ら

の
朴
互
脈
係
を
裁
定

せ
ん
ご
す

る
も
の

こ
軍

に
牧

人
劇
中
課
税
権

の
湘
互
關
係

を
規

定
せ
ん

ご
す

る
も
の
こ
あ
れ

ご
も
、

租
税
権

關
係

の
統
制

が
そ

の
核
心
を
な

し

て

み

る

こ
ご

は
明

ら

か
で

あ

る
。

四

り

)
†
醇

F

A

本

問

題

σ

藷

F

A

の
關

係

を

観

る

に
根

本

的

に
劉

立

す

る
形
式

が

あ

な
。

分

離
制

度

(⇒

。
妻

轟

。。超
・。冠

昌

。
〔耳

目
蚕

≡
藁
。・-

梓。
ヨ
)

ビ
交

錯

制

度

(<
臼
σ
冒
9

東

遷
。・8
ヨ

。
g
。
「

三
曹

冨
遺

・
旦

ざ

が
之

で
あ

る
。

分
離

制

度

ご
は
中

央

国

家

(N
o
葺

p
犀

鎚
峠)

も
支

分
國

(O
密

α
。・田
算
9

)

も
共

に
そ

の
行

ふ
所

の
職

務

は

濁
自

に
且

つ
自

由

に
決

定

せ

ら

れ

且

又

そ

の
牧

人

も
濁

自

の
牧

人
権

の
行
使

に

よ

る
固
有

の
牧

人

(固

σq
窪
①

田

呂

の
げ
9
窪

)

に
し

て

何
等

相

互

に
依

存

す

る

こ
ご

な

き

も

の

で
あ

る
。

而

し

て
之

に

も
自

由

分

離

制

度

(口
器

午

。
δ

目
「。
=
ヨ
一p
79
・。の務
冨
ヨ
)
ε
制

限

分

離
制

度

(自
騨
.
幕

げ
=
昌
血
.
.
。
↓
..
量

轟

ω蔓
・・け①
ヨ
)
ご

が
あ

る
。

前

者

は
中

央

ご
支

分
國

の
間

に
於

け

る
職

分

及

び

牧

人
擢

s.Ig27.S.3・AnnalendesdeutschenReich8)
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の
配
分

に
就

て
何
等

の
統
制

が
な
く
相
互

の
行
動
範

園
や
租
税
要
求

に
劃
し
て
何
等
考
慮

を
彿
は

鳳
も
の
に
し
て

い
は

Ψ
統
制

な
き
自

由
、

秩
序
な

き
分
離

で
あ

る
が
、
後

者

は
之

に
反

し
て
そ
の
間

に

一
定

の
規
範
を

存
し
統
制

を
有
す

る
も

の
で
あ

る
。
統
制

あ

る
に
せ
よ
な
き

に
せ
よ
兎

に
角

か

、
る
分
離
制

度
を
採

り
う

る
な
ぢ

ば
F
A

に

就

て
困
難

な

る
問

題
は
生

じ
な

い
の
で
あ

る
。

次

に
交
錯
制
度

は
右

に
述

べ
し
如

き
分
離
制
度

ど
異

り

各
権
力
團
膿

の
職

分

の
範
園
及

び
牧

人

に
就

て
は
交

互

に

依

存
關
係
を

有
す

る
も

の

で
あ

る
。
例
之

、
職
務

に
就

て
之
を
観

る
に
、
甲

の
立
法
し

侮

る
所
を

乙

に
執
行

せ
し

む

る
ε
か
、
或
は
甲

が
乙

に
謝

し

て

一
定

の
事

務

の
立

法
並

び
に
行
政
を
命
ず

る
ご
か

、
或

は
乙

の
み

の
職

務

に

番

士

ノ
も
D

.p
戸
二
巴
・司

D
凱
去
子

女
罫
多

こ
塑

強
し

酔

る
ジ
20
き

ょ
そ

τ
U
わ
り
、
と

》
-反

入

こ
託

て
み
る
も
、

一月

-「
一

C
ズ
匡
一̀

ニ
ノr一
(

一
.F・ツ
ー埼

釦
.」̀-一
一矛

を
ま
一
一

.・一

・ノ
コ
!

を

1
貞

曽
・ご

一'
;
エ

ノ
i
一著

0

甲

の
課

徴
し

把
る
所
を
乙

に
譲
與
す

る
こ
か
、
乙
が
甲
を
補
助
扶
養
す

る
こ
か
、
甲

が
乙
に
分
憺
金
を
命
ず

る
ご

か

い
ふ
が
如

き
は
そ

れ

で
あ

る
。
言

ふ
迄
も
な
く
交
錯

制
度

に
於
け

る
各
権

力
團
騰
間

の
財
政
關
係
は

分
離
制
度

に
於

け

る
よ
り

も
遙

に
複

雑

で
あ

る
。
蘇

っ
て
之
を
諸
因

に
観

る

に
、
無
統
制
な
分
離
制

度

は

い
ふ
ま

で
も
な
く

統
制

的
な

分
離
制
度

す
ら
行

は
れ
て
る

る
所

は
殆

ざ
な

い
。
濁
逸

に
於

て
あ

外
交

.商
業
關

税
政
策

.
陸
海
軍

こ

い

ふ
が
如

き
聯
邦

の
設
立

目
的

(Ω
三
民
毛
げq
ωN
'器
鼻
)

に
属
す

る
職

分
は
最

初

よ
り
帝
国

の
任
す

る
所

で
あ

り
且

つ

そ

の
収

入

も
既

に
述

べ
し
如

く
關

税

・
消
費

税
は
帝
國

に
直
接
税

は
地
方

に
の
主
義
を
探

れ
る
が
故

に
統
制

的
な

分
離
制
度

の
行

は
れ
し

に
非
す

や
を
疑
は
し

む
る
ビ

錐

も

一
方

に
は

α
σ
。
暑

①
圃。。き
『
P

竃
9三
ぎ
一驚
σ
Φ
茸
紺

ρ

U
o
庁巴

o
器
ロ
等

の
制
度

が
早
く

よ
り
行
は

れ
た

る
が
故

に
分
離
制
度

は
存

し
な

か

つ
把

ε

い
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。
思

ふ

に
中
央

ど
地
方

ざ
の
財
政
關
係

は
各
國

そ

の
沿
革

を
異

に
す
れ

こ
も
、
國
家
組
織

の
登
達
す

る
に

つ
れ
て
行
政

設

苑

濁
逸
に
於
け
る
閏
言
導
鵠
墓
oq♂
8
ぽ
の
理
論

第
三
十
巻
`

七
八
三

第
五
號

七

一



読

宛

猫
逸
に
於
け
る
団
ぎ
彗
鑓
岳
Oq冨
8
げ
の
理
論

第
三
十
巻

袖

七
八
四

、
第
五
號

七
二

立
法

の
各
方

面

に
中

央

の
統

制
を
及

ぼ
す

に
至
り
、
そ
れ

が
軈

て
は
叉
牧

人
關
係

に
も
影

響

し
て
中

央

巴
地
方

ご

が
職

分
並

び

に
牧

人

に
就

て
複
雑

な
る
交
錯
關
係
を
生
す

る
は
必
然

の
傾

向

ピ
考

へ
ね
ば
な
ら

諏
。

五

わ

租
税
に
於
け
る
交
錯
制
度

租

税

牧

人

に
於

け

る
交

錯

制

度

に
は

三

つ
の
形
態

が
あ

る
。
↓

分

賦
制

度

(魯

。。
q∩
団
。・8
日

号
「
q
ヨ
㌶
槻
Φ
コ
)

コ

譲

與

制

度

(駐

。。
団
・・塁

壁

⇔
『
睾

・・
雪

σ・
…
)

覇
附

加

税

制

度

(駐

。・
誓

註

。
轟

ご
.・3

一督

)
之

で
あ

る
・

賦
制

度

ざ
は
上
級
團
盟

が
下
級

團
瞭

に
劃

し

て

一
定

の
牧

人
不
足
額

を

分
賦
す

る
も

の
に
し
て
、
上
級

團
膿
は
納

税
義

務
者

ご
直

接

に
關
係

す

る
こ
ご
な

く
下
級

團
膿

が

い
は

Ψ
納
税
義
務
者

の
地
位

に
立

つ
も

の
で
あ

る
。
例
之

一
九

〇
六
年
四
月
廿
三

日
の

囚
乙

甲
巷
α

H、δ
〈
ぎ
臥
巴

〉
げ
碧
σ
窪
σq
窃
ひN

に
よ
り
て
州

が
郡

に
、
郡

が
市

町
村

に
各

そ

の
牧

人
の
不

足
額
を
分

賦
す

る
こ
ご
を

認

め
し

が
如

き
は
適

例

で
あ
る
。

か
の

寓
跨

貯
三
聖
げ
舞

贔
αq
①

i

濁
逸

帝
國

が
神
聖

ロ
ー

マ
帝
国

か
ら

の
世
襲

財
産

ざ
し
て
其

の
支

分
國

か
ら
課

徴
し

た

る
も
の
あ
る
が

一
九

一
九
年
八

月
十

一
日
の
濁
逸
新
憲

法

に
よ
り
て
塵

止

さ
る
一

は
、

あ
る
鮎

に
於

て

q
団

飯
鵯
超
ω
滞
日

に
似

て
み

る
が
、
そ
れ

は
人

口
を

賦
課

の
標
準

こ
し

、
後
者

は
所
得

税
や
物

税
を

標
準

ご
し

託

る
貼

に
於

て
著
し

く
そ
の
性
質

を
異

に
す

る
。
次

に
譲

與
制
度

は
上
級
團
膿

が
課
徴

し
た

る
租
税
収

入
の

一
部
を
下
級
團
膿

に
護
與

(与
興
壽

幕

)
す

る
も

の

に
し

て
、
濁
逸

に
於

て
は

一「八
七
九

年
以
来

行
は
れ
、
そ

の

O
σ
窪

く
・
凶。。p5
艙
口

な

る
名

稽

は
今

月
も
尚
存
す

る

が
、
戦
前

ま

で
の
制

度
は
戦
後

に
至
り
て
そ
の
特
性
を
革

む

る
に
至

つ
だ
。
即

ち
戦
前

に
於

け
る
そ
れ
は
寧

ろ
補

助
金

の
性
質
を
帯

び
之
を
譲

興
す

る
標
準

は
人

口
そ
の
他

種

々
の
事

情
を
斟
酌
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
戦
後

の
ぞ

1)∫ ・PopltzFinanzausglelch(HandbuchderFinaロzw'1S:こenschaftIIS,358-565)



れ

は

税
源

の
「
共

同

管

理
」
(鴨

ヨ
。
一・
鈴
B
。

切
・
乱

読

9
貸
ぎ

茜

)
ざ

い

ふ
思
想

に
.基

き
各

地

方

の
「
場

所

的

租

税
力

」

(α
匡

皆
訂

Q。
9
器

蒔
δ
沖
)
を

重

要

な

る
標

準

ど
し

て

租

税
牧

人

を

各

地

方

に
還

元

す

る

の

で

あ

る

。
帥

ち

O
σ
臼
≦
-

・
曽

鵠
σq
窪

は

補
助

的
性

質

を

す

て

、
牧

人
分

配

の

一
形

式

に
養

じ
た

。
O
『
臼
妄
終

琶

σq
①
昌

の
か

く

の
如

き
性

質

の

攣

化

は
實

に
猫

逸

に
於

け

る
F

A

の
特

質

を

な

す

も

の

で
あ

る

が
故

に
項

を

別

に
し

て
詳

説

せ
う

。

最
後

に
附
加

税

制

度

で
は

甲

の
公

共

團

膿

が
本

税

(=
窪
す
韓

①
二
ε

を

ご

b

乙

の
團

髄

が
其

の
附
加

(N
霧
6
三
㊤
σq
)
を

課
徴

す

る
も

の

に
し

て
普

通

は

上
級

團

膿

が
本

税
を

而

し

て
下

級

團

禮

が
附

加

税

を

ピ

る

が

そ

の
反

樹

の
場

合

も

寡
す

る
。

附

荊

見

で

よ
奪

晃

ε
司

童
灰
D
温

覚

を

一
竜

D
肇

ま

で
深

敬

す

る
を

」汗

さ

る

、
D

で
わ

る

ド

、
付

m

見

D

果

免
Lh
幽
且
よ

ブ

産

一
亀

一!
ヨ
ー
、
1一

堵

(
希

萎

一

,
診ノ
〔
・ラー

・
≡
F
{

・

`
・一一一F

(

・

.̀

コ

F

プ

オ

(
ヨ噂
話

一一■月
日
を

咽

常

に
本

税

の
を

れ

に
支

配
制

時

㌘

う

く

る

も

の
な

る

が
散

に
租

税
牧

人

に

於

け

る

交

錯
制

度

の

…
形

式

に
属

す

る

。

附

加

税

制

度

に
於

け

る
長

所

臓

租
税

に
裁

て

法
制

上

・
技

術

上

の
統

一
を

期

し

う

る
を

以

て
第

一
達
す

る

が
、

他

面

叉

財

政

需

要

8
附

加

税
率

ご
の
適

合

を

は

か

る
は

園

難

で
あ

り
且

つ
地

方

自

治

の
精

油

ざ
相

客

れ

ざ

る

も

の

が

あ

る
。

濁

逸

に
於

て

は
若

干

小

租

税

に
附

加

税

制

度

が
行

は

る
れ

ご

も

そ

の
重

要

さ

少

く

、
墺

太

利

に
於

て

は

土

地

獲
得

税
聯

邦
堵

税

に
就

て
、
佛

國

で

は

∩
①
邑

已
窃

∩
o
ヨ
∋
巷

聾

x

及

。
睾

ロ
ヨ
8

象

膨

「滞
日
〇
三
㌍
一×

ε
し

て

市

町

村

及
府

縣

附

加

税

が

行

は

る
。
英

国

で
は

殆

ご
之

は
行

は

れ

臓
。

り

六

譲

與

制

度

(ユ
p
。・
ω
量

。
日

ユ
臼

⊂
『
。
暑

。
一器

躍

。
冨
)

抑

も

d
σ
興
づ
・。
圃ω
⊆
轟

窪

を

廣

義

に
解

す

れ

ば

、
財

政

需

要
を

充

足

す

る

た

め

に
、
公

法

上

の
義

務

に
基

き

或

は

一
方

的

な

主

権

の
登

動

に

よ

り

て

、
公

法

團

膿

相

互

の

間

に
行

は

る

、
あ
ら

ゆ

る
貨

幣

給

付

(O
血
色
⑰
聾
茸
げq
窪

)

設

苑

濁
逸
に
於
け
る
国
昌薗昌醤
ロ。・oq♂
三
炉の
理
論

第
三
十
巻

七
八
五

第
五
號

七
三
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,

読

苑

猫
逸
に
於
け
る
聞
ぎ
曽コ
N口葛
己q
写
8
7
の
理
論

第
}三
十
巻

七
八
六

第
五
{號

七
四

　

　

を
包
括
す

る
。
之

を
分

っ
て
偽

下
級
團

膿

か
ら

上
級
團
膿

へ
の
貨
幣
給
付

、
㊤

上
級
團
膿
か
ら
下
級
團

膿

へ
の
貨

　

ラ

幣
給

付

ざ
す

る
。
偽

に
も
6

聯
邦
内

の
州

が
自
己

ご
聯

邦

ご
の
共
同
職
務
を
聯
邦

か
代

b
て
執
行
す

る
に
よ
b
て

経
費

の

一
定
割

合
を
給
付
す

る
所
謂

ρ
g
。
言
三
。
蓉
二
二
σq
窪

ε
、
ロ
聯

邦

の
財
政
を
支
持
す

る
爲

に
支
分
國

の
な
す

分

ラ

捲

帥
ち

三
四
け「蒔
三
騨
σ
①ξ
置
㊦
ε

が
あ

る
。
こ
れ
ら
A

の
形
式

に
属
す

る
貨

幣
給

付
は
戦
後

に
於

て
は
そ

の
重
要

さ

く

　

ラ

が
少
く
な

つ
だ
。
之

に
反
し

て
但

は
非

常

に
重
要

さ
を
増

し
把
。
之

に
も
α

上
級

團
禮
が
下
級

團
膿
を

し
て
あ
る

自

己

の
職
務

を
執
行

せ
し
む

る
に
よ

っ
て
、
そ

の
経
費

の
補
償

ビ
し
て
給

付
す

る
補

償
給
付

(国
暴

旦
簿

毒
ぴq
呂

)

ロ
下
級

團
膿

が
自

己

の
責
任

の
下

に
執

行
し

つ
㌔
あ

る
職
務

の

遠
行
を

扶
.功

す

る
た

め
D

補
切
金

e

o
馨

δ
F

q∩
轡う
く
o
段
δ
5
)
及

び

ハ
濁
逸

税
法

に
所
謂

¢
σ
6
署
血
盟
5

σQ
窪

が
あ

る
。
21
下

に
私

の
述

べ
ん

こ
す

る
の
も
此
最

後

の
形
式

に
属
す

る
も

の
に
し

て
姑
く
之
を
狭
義

の

O
σ
。
「≦
塾

二
品

窪

ご
す

る
。
狭
義

の

d
げ
①
暑

終

慧

『
昌

は

あ

る
公

共
團
禮

が
他

の
公
共
團
膿

ご
共
同

に
管

理
し

つ
＼
あ
る
税
源
か
ら

の
牧

人
を

、
公
法
上

の
義
務

に
基
き

て
年

々
規

則
正
し
く
繰
り
返
し
て
、
其

の
團
膿

に
饗
し
給
付

す
る
も

の
で
あ

る
。
即

ち
そ
れ
は
「
租
税
譲
輿
」

(し。
欝
。脱午

・

σ
2
壽
・
ぎ

δ
αq
窪
)
の
義

で
あ
り
、
「
牧

人
分
配
」
(国
母
四
鵯
σ
9
。
已
晦
⊆夷

)

ご
よ
ば

る

、
も
の

で
る
る
。
財

政
上
は
税

源
利
用

の
問

題

で
あ
b
、
税
法

上
は
租

税
灌

(qQ
器
器
お
≦
9・
ε

配
分

の
問
題

で
あ

る
。
抑

も
各
公
共

團
艦

に
各

々

一
定

の
租
税

ざ
其

の
吸

入
ご

が
指

定

さ
れ

て
各

々
が

い
は

マ
濁
自

の
租
税
主
権

(曽
2
。
}
9

。ご

を
有

す

る
な
ら

ば

、

こ
れ
ら

の
公
共

團
鵬

は
固
有

の
手
段
を
以
て

そ
の
財
政
需

要
を
先
ず

べ
く
、
從

っ
て
牧

人
分
配

の
問
題

も
生

ぜ

の
の

で
あ

る
が

、
租
税
主
権

が
上
級
團
膿

に
集
中

せ
ら

れ
て

る
る
限
り
、
上
級

團
鰹

に
ご
り

て
は
共

同

に
利
用

さ

る
べ
き
税
源

の
牧

人
を
分
配
す

る
こ
ε
に
よ
り

て
從
属
下
級
團
禮

の
生
活

を
支

持
す

べ
き
義
務

が
あ

る
。

ヘ
ン

,



●

ハ

ぜ

17
の
如

く

租
税

主

権

を

課

税
権

ご

牧

入
構

こ

の

二

に

分

っ
て

考

察

す

べ
き

必
要

も
亦

弦

に

存

す

る
。

さ

て

d
σ
o
ヨ

Φ
圃ωρ3
σq
9

に
於

て
譲

興
す

る
團

膿

を

譲

與
義

務

者

(⇔
σ
臼
≦
o
一ω醒

σq
・。・。。冒

己
需

「)
と

い
ひ

、
譲

與

を

受

く

る

團

膿

を

譲

與
権

利
者

(⊂
σ
Φ
「墓

野

口
σq
頓びq
一ぎ
げ
一σq
の
「)

ご

い

ふ
。
言

ふ
迄

も

な

く

d
σ
o
コ
<
①一ωニ
コ
σq
①
旨

は
譲

與
義

務

者

に

ご

り

て

は
支

出

の
問

題

で
あ

b

樫

利
者

に

ざ

り

て

は

収

入

の
問

題

こ

な

る
。

ラ

「
牧

人

分

配
」
の
形

式

に
は

イ
収

入

の
全

額

を

譲

興
す

る
も

の
1

之

を
「
縛

向

」
(国
母

茜

。・N二
〆器

巳

ニ
コ
げq
)
ざ

い

ふ
一

・
そ
の

一
部
を
彊

す
・
も
の
が
あ
・
・
讐

を
並
・導

す
・

・同
輩

せ
ら
れ
砦

牧
人
の
鑑

を
制
限
す
・

醐

も

D

I

≧

を

「
且

児

女

天

D

ヨ

白

尊

前

=

図
漂

、
丁

=
澤

コ
エ
=
琴

く
"

の
『

=
…

「
孟

}

♂
甲
こ

I

b

)

・

p'
う

気

配

牒

(

一
'

.
,

一

月

弄

潮

ノ

!
㌧

一

』
」
ト

ヰ

r

L

'
一

望

ー
,
,
:

一
,

一

,
.
F
.
p
.

,
σ

「
く

ト
p

【

「
5

r
ρ
`
【
(

レ
「
h
箪

σ

(

、

、
く

」

'

一6

.

.1

●
.
ノ
『

σ

皿

1

,
ノ

魑

の
寡

に
就
て
縫

灘

利
者
の
鳥

委

す
も
の
が
み
る
。
沓

「牧
雰

塵

の
適
用
鏡
野

み
る
に
、
しり
翩

翻
横

税
及

び
租
税

の
全
牧

人

に
就

て
行

は

る
、
も

の

ロ

一
定

の
属
類

の
租
税

に
就

て
行

は
る

、
も
の
メ
、個

々
の
租
税

に

就
て
行
は
一

の
の
三
あ
・
.
ω
は
稀
に
し
烈
蓬

は
回
崇

で
あ
・
・
難

に
於
て
は
穆

馨

肚
税
幽

纂

喋

に
就
て
行
調

て
み
る
。
次
に
最
も
困
難
な
る
「牧
人
分
配
」
の
肇

に
説
き
及
ぼ
う
ご
思
ふ
が
、
そ
れ

,
敏

に
は
牙

づ
(
第

一
)
譲
與
権

利
者
が
譲

與
額

(ご
σ
¢
「毒

言

轟
馨

旦
目色

を
軍

猫

に
使
用
す

る
場

合
ご
(第

二
)
之
を
更

欝

に
自
己
に
従
属
す
る
下
級
團
膿
に
再
分
配
す
る
場
合
ご
を
匿
刑
せ
ね
ば
な
ら
漁
。
第

一
次
的
の
分
配
を

「
初
回
の

廊

分

配
」
(・
募

　

ε
・謬

・
N
・
・憂

色

第

二
次
第

三
次

の
分
配
を
再

分
配

(若

直

第

二
次
分

配
二

壽

凶・　

。
〒

蜘

・・
だ

;

い
ふ
.
側
初
回
の
盆

は
親

総
牧
人
を

一
定
の
割
食

分
つ
た
の
で
あ
・
が
そ
の
分
け
方
は
募

輔

配

に
於

け

る
よ

b
遙

に
簡

軍

で
あ

る

。
初

回

の

分

配

の
標

準

は
之

を

「
分

割

の
標

準
」

(N
9

Φ
σq
琶

σq
。。ω∩
三
后
。・ω。
【)

ご

拙

い
ふ

。

こ
の

決
定

に

凡
そ

次

の
三

方

法

が

あ

る
。
↓

譲

與
権

利
者

の
爲

に
縄

掛

額

に

よ

る
最

高

限

度

を

指

定

す

る

の

…説

{苑

濁

逸

に
於
け

る
周
ぎ
聾

国営
琶
0『
冒
8
ず
の
理
論

第

三
十
巻

七
八
七

第

五
號

七
五



読

苑

濁
逸
に
於
け
る
雪
ぎ

墨

語

奎

あ

理
論

第
三
+
巻

七
八
八

第
五
號

.
七
六

も
の
に
し

て
、
例
之

、
聯

邦

が
年

々
そ

の
支

分
國

に
謝
し

て
あ

る
租
税
収

入

の
中
四
億
馬

ま

で
を
與

ふ
ε

い
ふ
が

如

き
は
之

に
し

て

こ
の
額

以
上

の
も

の
は
護
與
義

務
者

の
牧

得

こ
な

る
の
で
あ

る
。
ゴ

百

分
率

に
よ

る
分

配
(軍
P

錦
巨
斤=
国
一Φ

N
。
.一。
σq
.一昌
σq
。。ρ
=
。
§

)

に
し

て
、

之

に
も
ω

譲

與
義

務

者

の
利

益

の

た

め

に
総

収

入

か
ら

一
定

額

を

控

除

し

て
残

額

を

百

分

比

に

よ

り

て
分

つ
も

の
回

護

與
権

利
者

の
た

め

に
絶
射

的

若

く

は

相

対

的

に
最

低
限

度

を

保

ラ

謹

す

る
も

の
い

特

別
額

の
控
除

や
最

低

額

の
保

護

な

く
盟
・に
全

牧

人

に
就

て
比

例
的

の
分

配
を

な

す

も

の
等

が
あ

る

。

三
譲

與

義

務

者

に

】
定
額

を

指

定

し

て

そ

紅

以

上

の
額

は

凡

て
之

を
護

廻

整

利

者

D
反

骨

ご
蜜

ず

も

D

D
三

く

ロコ

　

コノノ
　

ノ

ロげ
コ
二二し
　
リヨ

ニノ
こ
ノ
く
エ
オ

ヘロ
　ロノ

ロ

こ

く

　のロ

形

式

が
之

で
あ

る
。

・.
て
以

上
譜
方
法

に
就

て
行
は

奇

分
配
比
率

(N
・
・毎

窮

餐

窪
葦

拳

・
に
何

等
普

遍

ミ
ぐ
タ
ヨ
ケ

ピ

コモ

コ
ゐニ
ロ

コ

　
コ

ロ
の　コ
　ド
ロ

コロ

ヒしコロロ　
　
コ
　しコ　

望

岩

爵

狸

婆

を

羊

ゴ

そ
杢

¢

に
誹
寸
、,
歪

く

経

駈

郎
方

港

に

よ
b

て

見

出

さ
れ

し
比

例
歎

で

あ
り

、
從

、つ
て
恣

意

的

で

あ

る

こ
ご

は

免

れ

え

な

い
。

唯

立

法

者

は

長

き
経

瞼

を
基

礎

ご

し
修

正

を
加

へ
つ

、
正
當

こ

せ
ら

る

、
鮎

を

提

へ
て

る

る

に
す

ぎ

の
。

凡

て

の
公

共

團

膿

の

財
政

需

要

や

正

當
な

る
利
害

關

係

を

考

慮

に
入

れ

た

る
比

率

を

螢

　

見

す

る

こ

ざ
は

非

常

な

る
困

難

を

伜

ふ

こ

ご

で

あ

る
。

6

再

分

配

(≦

簿

Φ
讐
Φ
誉

凶一§

㈹
)
の
標
準

を

「
配

分

標

準

」

(<
。
.蝕.
一一.一目
びq
・。、。
げ
三
、
・。。
一)

こ

い
ふ

、
之

を

決

定

す

る
は
先

の
「
分

割

標

準

」
に
於

け

る

よ
b

更

に
面

倒

で
あ

る
。

例

之

、
聯

邦

が

あ

る
租

税

収

入

の
三

分

の

二
を

全

支

分
國

に
譲

興

し

だ

り

ε

ん

せ

に
、
之

を

更

に
面

積

・住

民
敷

・
経

濟

的

特

性
等

を

異

に
す

る
各
州

に
如

何

に
分

つ

べ
き

か
P

、
實

に
困

難

な

る
問

題

ご

い
は

ね

ば
な

ら

漁
。
之

に
裁

て

は

先

づ

一
般

的

種

類

の
「
配

分

標

準
」
ご
特

別

の
租

税

に
關

す

る
特

別

の
考

慮

ε
を

分

つ
を

要

す

る
。

一
般

的

な

「
配

分
標

準

」
こ
し

て

あ
げ

ら

る

、
も

の

㌦
第

一
は
人

口
歎

を

標

準

こ

す

る

も

の
帥

ち
「
頭

割

配

分
」
(国
。
℃
身

δ
冨
帯

く
。
.什。
一一ロ
昌
σq
)
で

あ

る

。
之

に

も
臼

比

例
牽

を

ご

る

も

の
部

ち
軍

に
人

口
歎

に
比

例

し

て
配

分

す

る

も

の
あ

る

が
之



を

粗
笨

な
リ

ビ
し

て
併
累
進

率

(牢
。
噌
。盟

器
・・紅
欝
「
一お

)
即

ち
人

口
数

を
数

階
級

に
分
ち
人

口
の
多

く
な

る
に

つ

れ
て
頭
割
牽

を
累

進
的

に
高

む

る
も
の
が
あ

る
。
濁
填

に
行
は

る
。
更

に
困
頭
割
率

に

一
定

の
附
加
奉

(N
二
ω6乞
讃
6
)

を
加

ふ

る
も
の
が
あ

る
。
例

へ
ば
人

口
歎

の
割

合

の
外
公
共

團
膿

の
面
積
若

く
は
就
學
見
量

敷

に
よ
b
て
若

干
の

附
加

傘
を
加

ふ
る
が
如

そ
れ

で
あ

る
。
再
分
配

の
第

二
の
標

準
は
租
税
牧

人

の

場
所
的

牧

人
額

(α
器

α
「二
一6冨

〉
戸鼻
。
∋
ヨ
.
コ
)
を

ご
る
も
の

で
あ

る
。
之

は
全
牧

人
額

の
配

分
は
各
團
禮

の
領
域
内

か
ら

の
収

入

に
鷹

じ
て
な

さ

る
べ
し

ご
な
す

も

の
で
あ

る
が
、
之

に
も
臼
實
際

上

の
牧

人
額

(韓
磐
貯
。
ヨ
ヨ
①
臣
)
即

ち
租
税
牧

人

の
實
際

に
生

ぜ

し
結

果
を
標
準

ε
す

る
も
の

ご
値

見
積

上
の
牧

人
額

〔し。
亀

磐
津
。
諺
ヨ
窪
)
帥
ち
實

際

上
の
吹

入
額

に
非
す
、
評
償

見
積
に
よ
・・
実

額
を
標
準
已

て
配
分
薯

も
の
嘉

あ
・
。
ω
に
撃

は
租
税
の
追
徴
や
轟

延
期
な
ざ

頒

て
も
個

々
の
計

算

が
必
要

ご
な
り
追

加
的
分
配

の
面
倒
を

も
伜

ふ
に
反
し
回

は
寧

ろ
實

際
的

で
は
あ

る
が
、
然

し
又

久
し
き

に
亙

り
て
適
用

さ
る
、
分
配
標
準
を

う

る
・、」
ご
は

必
ず

し
も
容
易

で
は
な

い
。
再

分
配
の
第
三

の
標

準

は
繁
榮

叢

(芝

。
三
・.・帥
コ
…

像
.
×
)

を
肇

三

・
ん
こ
す

・
も
の
に
し

て

㌻

グ

;

が

…

カ

の
租
税
改

革
案
に
關
嚇
し
て
推
薦
し
た
所
で
あ
る
。
帥
ち
氏
は
同
國
の
相
続
税
牧
人
を
各
州
に
分
配
す
る
に
就
て
の
論
争
の

行
は
る
、
に
當
り
、
輩
三

股
的
な
配
分
蒙

に
よ
る
・
温

、
資
奎

義
的
に
高
度
暴

達
せ
し
諸
州
農

業

的
性
質
の
大
な
、
諸
州
ご
に
於
け
る
分
け
前
の
不
蒙

を
齎
ら
す
も
の
な
書

し
て
、
人
最

以
外
に

一
般
的

な

繁
榮

指
歎

に
擦

る

べ
き
を
提
唱
し

セ
の

で
あ
る
。
以
上

は
租
税
牧

人
配
分

の

一
般

的
標
準
を

示

し
た
の
で
あ

る
が

.
の
外
特
別
の
租
税
に
特
別
の
肇

を
存
す
・
場
合
も
あ
・
。
勿
論
ぞ

・
騎

の
肇

は
そ
の
重
誓

の
程
度

に
於

て
は

一
般

的

配
分
標
準

に
遙

に
及
ば

譲
も
の

で
あ

る
。
例
之

、

自

動
車
税
収
入

を
ば

道

路
網
の

大

さ
に
よ

設

施

錠

・
馨

る
言

、p眉
N
、口
、弛
.・。
・.
の
理
論

第

三
+
巻

七
八
九

第
義

.圭

.



読

茄
一

獅
挽
『に
於

け
る
司
ぎ
費口
固節
目
のoq
δ
♂
7
の
理
論

第

三
十
巻

七
九

〇

第

五
號

七
八

り
、
或

は
土

地
に
封
ず

る
財
産

税

が
そ

の
土
地

の
償
値
を
標
準

ご
し

て
、
或

は
又
木

材
輸

出
税
収

入
が
利
用
し
う

る
森
林

面
積

を
標
準

ビ
し

て
配
分
せ
ら

る

、
が
如

き

は
そ

の
實
例

で
あ

る
。
之
を
要
す

る
に
既

に
吾
人

の
述

べ
汰

る
如

く
譲

與
金
制
度

は
濁
逸

に
於

け

る
F
A

の
中

心
問
題

で
あ
る
が
、
そ

れ
が
解

決

の
鍵

は
全
く

「
分

割
」
叉

は

「,分
配
」
標

準
及

び
比
率

を
、
如
何

に
し

て
客

観
的
且

つ
合

理
的
な
方
法

に
よ

り
て
見
出
す

か
の
鮎

に
存

す

る
も

の

ご

い
は
ね
ば
な
ら

函
。

七

交

婚

別

墅

ご

材

改

廃

D

統

制

■

一,
'
ノ
一b「」
一
」

」

雫工
-

(

ヨ

ま
一

.
以
上
述

べ
泣

る
如

く
焚
錯
制
度

に
は
譲

與
,制

庶

・分
指
金
制
度

・
附
加

税
制

度
等

が
存

ず
る
の
で
め

る
が
.
.要
す

る
に
そ

の
特
徴

は
課
税
権

の
濁
自

酌
行
使

の
許

さ
れ
ざ

る
鮎

、就

中
、
課

税
灌

ε
牧
人
権

ご
が
そ

の
蹄
属
を
異

に
す

る
鮎

に
存
す

る
の
で
あ
る
が
、
此
事

は
叉
自
ら

各
権
力
團

膣
間

に
於

て
、之
等

の
櫃
能
の
配
分

に
就

て
の
闇
箏

ε
な

る
。
蓋

し
之

等

の
権
能

配
分
(内
。
日
℃
簿
窪
N-<
象

亀
巷

σq
)
の
如
何

が
軈

て
各
権
力

團
膿
の
財
政
権
(霊
舜
口
斗
。
峯

¢
一

叢

に
財
政
櫻

ご
は

ミ
ル
ブ

ト
の
言

ふ
如

く

一
般
的

な
国
家
主
権

の
特
別
な

る

一
面

に
し

て
自

己
の
職
務

を
途

行
ず

る
爲

に
必
要
な

る
貨
幣

手
段

を
自

己

の
希
望

ご
意
志

と

に
よ
り

て
調
達

す

る
能

力
を

い
劃
一

の
範
園
を

從

っ
て
叉

財
政

上
の
地
位

を

決
定
す

る
も

の
な

る
が
故

で
あ

る
。
然

る

に
か
く
の
如
き
権
能
籏
充
の
嗣
事

は
之
を

放
任

す

べ

き

に
非
す

、
全

腿

ざ
し
て
の
財
政
権

の
統
制

ご

い
ふ
立

場
か
ら
常

に
之

を
規

律
し
な
け
れ

ば
な

ら

鳳
。
蓋

し
財
政

権

相
互

の
統
制

を
矢
は
ん
か
、
例

へ
そ
れ

は
聯

邦
国
家

に
せ
よ
箪

一
國

家

に
せ
よ
、
そ

の
軍

一
的

な

る
全
禮

こ
し

て
国

家
組
織

を
破
壊

す

乃
に
至

る
が
故

で
あ

る
。
叢

に
於

て
か
上

述
の
権
能
配

分

の
問
題
も

財
政
権
統
制

の
様

式

ぜ
引

き
離

し
て
考

ふ
る
を
え
な

い
。
以
下
、
財
政
権

の
統
制

ご
い
ふ
瓢

か
ら
交
錯
制
度
を
考
察

し
や
う

。

1)H・Mirbt'Glundrlssdesde'ntschcnSteuerrechi.5S..34



凡
そ

財
政
上

の
相

互
關
係

の
統
制

様
式

に
は
次

の
如

き
が
あ

る
。
其

の
第

一
は
中

央
國
家

ご
支

分
國

ざ
の
二

つ

の
中

の

一
が
、
「
猫
占

的
財
政
権
」
(〉
岳
。。6
集

①
・…
一一n帯

同
ぎ
p
邑

さ
げ
窪
)
を
有
す

る
場
合

で
あ
り
、
第

二
は
中

央
國

家

ざ
支
分
國
家

ご

が
、
「
競
箏

的
財
政
櫻
」

(ざ

昌
ざ

三
巽
窪
α
2

男
ヨ
四
民

冒畠
警
)

を

有
す

る
場
合

で
あ
る
。
第

一

の
場

合

に
も
更

に

二

つ
の
型
式

が
あ
る
。
㈲

は
そ

の
「
濁
占

的
財
政
権
」
が
中
央
国
家

に
存
す

る
場

合

に
し
て
働

は

そ

れ

が
支
分
國

の
総
艦

に
存
す

る
場

合

で
あ

る
。
㈲

の
場
合

に
於

て
財
政
上
の
権
能

を
配
分
す

る
に
は
勿

論
中
央

國
家

を
有
利
な
ら
し

め
て
支

分
國
を
不

利
な
ら
し

め
㈲

の
場
合

に
は
そ
れ
が
逆

ご
な

ぢ
。
㈲

の
場
合

に
は
中
央
は

支
分
國

を
し
て
そ

の
職
務
を
逮
行

せ
し
む

る
爲

に
所

謂
譲

與
金
制

度
を
採

b
う

る
し
、
向

の
場
合

に
は
支

分
國

の

総

膿

が
中
央
国
家

に
射
し

て
聯
邦

の
爲

め
に
執
行

せ
る
職
務

の
経
費

こ
し

て

一
定
額

を
調
達
す

る
所

謂
分
澹
金
制

度

が
行
は

れ
る
。
然

れ
こ
も

周
の
場
合

に
そ
の
譲
與

す

る
額

を
決
定

す

る
も
の
は
專
ら
中
央

で
あ
り
倒

に
於

て
そ

の
分
循
金
額
を

決
定

す

る
も

の
は
支
分
國
絡
膿

に
し

て
中

央

の

任

意

に
な

ら

臓
。

い
は

Ψ
制

限
的

分
櫓
金
制
度

(Ω
①
σ
8
」
窪
o
冒
㌶
「評
三
母
げ
9
叶「讃
①
)
で
あ

る
。
第

二
の
場
合
帥
ち

二

つ
の
権
力
團

膿

が
「
競
争

的
財
政
椹
」
を
有
す

る
場
合

に
も
そ

の
財
政
権

相
互

が
圃
同
位
關
係

(Ω
o
…9
0
「含

二
=
σq
)に
あ

る
場
合

ビ
㈲
従

属
關
係

(ζ
再
①
δ
三
舜
;
σq
)

に
あ

る
場
合

ご
が
あ

る
。
㈲

の
場
合
即

ち
二

つ
の
財

政
灌

が
相
互

に
亭
等
關
係

に
立

つ
場
合

に
は
必
然

的

に
課
税

権

や
牧

人
権

の
配
分

に
相
互

の
制

限

が
加

へ
ら
れ

ね
ば
な
ら

漁
。
蓋

し
か

、
る
制
限
を
加

ふ
る
に
よ

っ
て
始

め
て

季
等

の
財
政
権

が
相
互

に
並
存
し
う

る
が
故

で
あ

る
、

こ
の
場
合

に
も
総

べ
て
の
租
税

に
就

て
各

寿
そ

の
課
税
権

ざ
収

入
権

の
配
分
を
制

限
す

る
こ
ご
も
考

へ
う

る
が
、
實

際
上
は
寧

ろ

一
定

の
税
源

の
利
用
は
之
を

め
る
権
力

團

ラ

膿

に
委

し
、
残
鯨

の
税
源

に
就
て

の
み

こ
れ
ら

の
権
利
を
規
定
す

る
を

常

ご
す

る
。
而

し
て
イ
課
税
権

の
制

限

に
も

(

翫

苑

濁
逸
に
於
け
る
胃
ぽ
騨ロ
凶口口㎝098
団c冒
の
理
論

一弟
三
十
巷

七
九

一

第
五
號

七
九

2)A。Hensel:DerFinanzausgleichimBundcsstaz」tS .22-26



読

苑

霊

に
於
け
る
軍

、満目
　
盤

・
・あ

理
論

第
三
+
巻

七
九
二

第
五
號

八
。

個

々
の
租
税
客
髄

に
就

て
規

定

す
る
場
合

ご
『
一
般
的

・総

膿
的
な
租
税
客

膿

に
就

て
規

定
す

る
場
合
』
ご
が
あ

る
。

次

に
値

牧

人
権

の
制
限
を

み
る
に
、
課
税
権

が
唯

一
の
樺
力

團
膿

に
薦

し
て
み
て
も
其

の
収
入
を

分

つ
に
當

b

て

二

つ
の
権
力
團
膿

が
年

々
そ

れ
か
ら
生
す

る
不
定
額

の
総

.牧

人
を

一
定

の
割

合

に
て
分
割
す

る
も

の
ε
、

二

つ
の

権
力
團
讐

芳

三

定
額
の
牧
人
を
與

へ
他
方
に
は
そ
の
籍

從
っ
て
叉
不
定
額
雰

つ
も
の
嘉

あ
る
・
前

の
場
倉

は
二
つ
の
権
力
團
讐

何
れ
れ
も
豫
算
上
確
定
額
を
期
待
す
・
・
註

出
来
撃

・
後
の
場
倉

は
そ

の

一
が
確
定
額
を
期
待
レ

フ
・。
わ
け
で
あ
・
。
而
し
て
後
の
場
曾

於
て
確
定
額
を
中
央
国
祭

著

嚢

即
ち

歪

額
を
支
分
國
が
.、
る
揚
曾

そ
の
逆
の
揚
重

を
考

へ
・…

、
更
に
進
、ん
で
二
つ
の
財
犠

が
從
驕

係
に

置

か

る

、

向

の

場

合

を

考

察

下

る

に

、

支

分

國

の

材

吹

整

ゲ

隣

邦

D

そ

τ

D

F

立

こ

童

っ

藍

『

5

真

-
)
f

、

語

B

ゴ
　
　

　
ノ
エ

オ
　
　
ユ

ミ
ノ
く

ロ
ヨ

く

コ

イ

を

コ

げ

ヒ

て

チ
コ
ア
し
ピ
リに

　

ま
ノ

は
支
分
國
に
謝
し
て
無
制
限
の
益

金
を
課
徴
し
)
ξ

・
・
鉦

b
、
各
支
分
國
饒

邦
の
唯

一
の
税
源

蒙

り

聯
邦
は
支
分
國

に
謁
し
て
無
制
限
の
牧
人
権
を
享

・
。
か
の
財
政
権
が
雰

國
に
麗

せ
・
場
倉

行
は

る
、

制
限
的
分
指
金
制
度
鋳

し
て
之
を
無
制
限
的
分
謄
金
制
度

(巷
σ
　

鼠

巳
ぎ̂

儀①;

σq.び
∈
乙
9
邑

①
鼻

=幣

.σ.凶。.四四
。)
こ
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
聖

交
錯
制
度
は
之
を
財
経

の
統
制
に
關
嚇
せ
し
め
て
考
察
す
れ
ば

種
々
の
養

を
生
じ
・フ
る
の
で
あ
る
.
何
れ
の
嚢

を
選
ぶ
べ
き
か
に
就
て
蟻

に
外
形
の
み
な
ら
羨

く
そ
の

内
的
相
違
を
も
み
な
け
れ
ば
俄
に
判
断
し
難
と

す
・
。
譲
與
翁

渡
券

饗

制
度

・
制
限
的
露

金
制
度
ご

無
制
限
分
澹
金
制
度
の
翌

は
興
味
あ
る
財
政
・行
政
の
問
題
で
あ
る
蕊

は
ね
ば
な
ら
発

八

交
錯
制
度
の
諸
問
題

交
錯
制
度
は
財
政
若
一
は
財
政
法
上
の
問
題
π
る
に
止
ま
ら
す
一

一
般
法
制
上
・政
治
上
・経
濟
上
種
々
の
問
題



を

生
す

る
。

　α

一
般
法
湖

上
-
抑

も

一
国

の
牧
人
殊

に
租
税
政
策

に
謝
す

る
重
要
な

る
要
求

は
牧

人
が
支
出
を
充
す

に
足

る

だ
け
十
分
な

る
こ
ざ
で
あ

り
、
支
出
政
策

こ
し
て
は
職
務

の
範
囲

が
與

へ
ら

れ
π
る
牧

人
に
て
賄

ひ
う

る
様

に
制

限
せ
ら
る
≧

毛

あ
る
。
か
、
る
要
求
が
権
力
團
膿
の
何
れ
か
に
於
て
實
現
さ
れ
ざ
る
場
合
に
は
必
然
的
三

方

に
は
職
務
範

園

の
紛
齪

を
生

じ
他
方

に
は
牧

人
限
界

の
撤
廣

に
伜

ふ
縄
濟

上
の
過
重
負
澹

の
問
題
を
生

す
る
。

之
を

防
ぐ

に
は
各
権
力
團

禮

の
職
務
給

園
を
統
制

し
そ

の
収

入
椹
能

を
適

當

に
調
節

す

る
の
外
な

い
が
、
實

際
問

題

こ
し

て
か

、
る
場
合

に
何

れ
の
團
禮

の
何

れ

の
椹
能

・
職
務
を
縮

少
若

一
は
委
譲
す

べ
き
か
或
は
そ

の
何
れ
の

牧

人
限
界

を
撤

贋
す

べ
き

か
は
全
く
中
央

・
地
方

の
財
政
権
能

(国
宣
雪
・
げ
罫
西
計
器
)
の
限

界
問
題

ご
な

る
の
で
あ

る
。
中

央

・地

方

に
於

け

る
職

分
・
税
源

の
配
分

の
理
論

に
就

て
は
他

日
に
譲

一5
。

　伊

政
治
上
-

単

一
国
家

の
代
b

に
聯

邦
国
家

を
選

べ
る
は
、
歴
史

的
な
特
性
即

ち
支
分
國

は
畢

な

る
行

政
軍
位

(<
①
.≦
簿
岸
=
昌
『q
、の
一ロ
プ
.
詳
¢
口
)

に
非
す
し

て
、
凋
自

的
な
固
有

な
國
家
権
力

(。。
冨

詳
σq
Φ
毒

ε

ビ
固
有

の
國
家

的
責

任

(・。。9
9
二
剛。
げ
。

<
Φ
.9量

。
.叶・
口
・・
)

ε
か

ら

な

る
組

織

(。
・
σ
ま

・
)

で
な

け

ね

ば

な

ら

雪

い

意

想

に
そ

の
基

礎

を

登

し

て

み

る

の

で

あ

る

。
然

る

に
財
政

権

力

(閃
爵

σ・
　

&

が
色

々
の
制

限

を

　

け

る

蔓

分
国

濁

書

財
政

上

の
自

己
責
任

(国
昌
節
鼠

色
・
毘

σ
ω蒔く
。
「睾
ヨ

。
旨
5
σq
)

こ
か
侵

害

さ
れ

る
。
中
央
國
家

か
ら
の
支
配
や
掣
肘

が
支

分
國

の
濁
立

ご
自
己
責

任

ご
を
儚

く

る
程
度

に
至
れ

ば
、
聯
邦

組
織

は
そ

の
存
立

の
特
性

を
失

っ
た
も

の
で

あ

る
。
少
く

こ
も
聯

邦
國
家

に
於

け

る
國

民

の
傳
統
的
信
條

を
失

は
ざ
ら

ん

こ
す
れ
ば
中
央

か
ら

の
統
制

は
支
分

國
の
翌

昌

己
責
任
薦

け
ざ
る
程
度
繰

地
を
獲
す
も
の
で
な
け
ね
ば
な
畠

。
然
る
に
覆

の
濁
逸
を
観

る
に
支
分
國
の
牧
人
の
決
定
椹
は
益
々
制
限
せ
ら
れ
経
費
の
支
出
に
就
て
も
中
央
國
家
の
財
政
機
關
に
碕
頼
す

る

説

苑

蜀
逸

に
於
け
る
固
目
費
目
・騨
ロ
・。・・
葺

の
理
論

第

三
喜

七
九

=
一

第

五
號

益

置)∫.Popitz=Finanzansgle三ch(HandworterhuchderStaatswissenschaftenIIIS.

1020-1022)



読

.苑

猫
逸
に
於
け
る
間
ぎ
碧
罫
鵠
oq国
鳥
の
理
論

第
三
+
巻

七
九
四

第
五
號

八
こ

こ
ど
.益

々
多

く
な

b
自

己
責
任

が
次
第

に
消
滅
し

つ
、
あ

る
。
か
く
中

央
集
権

の
色
彩

の
濃
厚

ざ
な

れ
る
ム
ー
日
の

濁
逸
を

目
し
て
果

し
て
聯

邦
嫁
呼

ぶ

べ
き

か
軍

一
国
家

ご
よ
ぷ

べ
き

か
は
疑
問

な
り

こ
の
見
解

も
あ

る
。
F
A

の

問

題
は
濁
逸
国
家

の
成
立
基
礎

に
ま
で
鯛

れ
て
行

く
。
更

に
こ
の
問

題
は

各
支
分
國

ご
従
属
地
方
團
艦

こ
の
關
係

に
放

て
も
同
様

で
あ
る
。
帥

ち
地
方
團
艦
は
凋
立

ご
自

治

ご
を

そ
の
存

立

の
基
礎
條
件

ご
な
す

も
の
な

る
が
、
そ

の
支
出

に
於

て
高

度

の
制
限
支

配
を
う
け
そ

の
収

入

に
於

て
他

に
碕
頼

す

る
こ
ご
大

こ
な
れ

ば
そ
の
存

立
意
義
を

失

ふ
も
の
で
あ
る
。
叢

に
於

て
も
亦
中
央

統
制

の
限
界

が
政
治

上
の
問

題

こ
な

っ
て
来

る
。

、
↓
経
濟
上
⊥

釜

制
度
に
於
て
は
租
税
義
務
書

謝
す
る
過
葺

控

(α
曇

萱

∈
色

の
危
険
が
大
で
あ
る
・

コ
　

蓋
し
分
携
金

・譲

與
金
・
附
加

税
等

そ

の
何

れ
に
就

て
み

る
も
、
そ

れ
は

一
個

の
税
源

を
多
撒

の
権
力
團
騰

が
共
同

に
利
用

す

る
も
の
で
あ
b
、
各
権
力

團
膿

の
財
政
需
要

(明
言
撃
Nげ
9
母
O

の
盆

々
人

な

る
に

つ
れ

て
そ

の
租
税
需

要

(Qn
冨
器
「σ
Φ
号
5

も
亦
必
然
的

に
大

な
ら

ざ

る
を

え
ざ

る
が
故

で

あ
る
。
さ
れ
ば
各
権
力
團
膿

相
互

の
租
税
需

要

に
限

界
を
與

ふ
る
に
非

ん
ば
逮

に
は
国

民
経
済

を
破
壊

す

る
に
至

る
で
あ
ら
う
。
F

A
は
か
く
の
如

き
租
税
歴

.迫

か
ら
國

民
縄
濟

を
防
護

せ
ん

ビ
す

る
も

の
で
あ

る
。
次

に
F
A

に
於
け

る
最

も
困
難

な
る
問
題

の

一
は
租
税
権

能

の
配
分

で
あ

る
が
之

に
就

て
は
各
税
種

の
経
済

的
特
性
を
忘

れ
て
は
な
ら

の
。

一
般

に
は
租
税

の
構
成

が
全

経

済

ピ
關
係
を
有

し
特

に
叉

そ

の
課
徴

に
當

り
て
納

税
義
務

者
の
給
付
能
力

に
よ
る
べ
き

も
の
は
中
央
國
家

へ
配
分

ぜ
ら

る

ぺ
ぐ
、
納

税
義
務
者

の
経
濟
的
活
動

が
特

定
の
地
域

ご
關

係
す

る
場
合

に
は
支
分
國
若

く
は
市

町
村

の
租

税

に
指
定
す

べ
し

ご
な
す

。
例
之
、
關
税
消
費

税
・
流
通
税
等

は
前
者

に
属
し
多
く

の
物

税
は
後
者

に
属

す

。
か

の

所
得
税

に
至

っ
て
は
何
れ

に
も
配
分
せ
ら

る

、
可
能
性
を
有

す

る
。

こ
れ
ら

の
事

に
關
し

て
更

に
税
務

行
政

上

の

問
題

ビ
關
囃

す

る
。

　二
最
後

に
F
A

に
就

て
は
所
謂
「
行
政
調
節

」
(<
2
≦
9
ぎ

編

出
二
・。σq
互
9
)
を
考
慮

せ
ね
ば
な
ら

澱
。
抑

も
聯

邦

・
(



画
家

に
於

て
中
央
國
家

に
指
定

さ
れ

紀
る
職
分
を
中

央
固
有

の
機

關
を
以

て
執
行
す

る
か
或
は
地
方
を

し
て
代
り

行
は

し
む

る
か
は

一
の
問

題

で
あ
る
。

こ
の
事

は
税
務
行
政
上

に
も
起
り
う

る
。
租
税

立
法

ご
執
行

ご
は
不
可
離

の
も

の
で
は
な

い
。
中

央
税
を
中
央
自
ら
課

徴

も
し
う

る
し
地
方
を
し

て
課
徴

せ
し

む
る
こ
ど
も
可
能

で
あ
る
。

地
方
税

に
於

て
も
亦
黙

り
。
然

ら
ば
租
税

の
立
法

ビ
行
政
、
更

に
は
課
税
権

ざ
牧
人
権

の
配
分
を
如
何

に
調
節
す

べ
き

か
、
之

に
就

て

は
行
政
原

則
就

中
簡
軍

(藁
口
ず
。
}掛
①
胃
)
節
約

(ジ
、9
.。。窪
巳
嵩
。
ご

の
諸
原
則

の
指
導

に
ま

つ
べ

き

も

の
ビ
考

へ
ら
れ

る
。

』
L

士
四

五

p

J
♂

重
心

一三
口

以
・上
吾

人

は
F
A

の
理
論

に
就

て

の
概

説

を
試
み

泥
。
更
、に
言
及

す

べ
き
間
.題
は
残

さ
れ
て
み

る
が
他

の
機
會

に

譲
ら
う

。
濁
逸

に
於

け
る
F
A

の
研
究

は
直
接

に
は
世
界
戦
争

の
齎
ら
し

π
も
の
で
あ
る
が
、
中
央

ざ
地
方

こ
の

財

政
關

係
は
ひ

ε
り
濁
逸

の
み
な
ら
す
文

明
各
國

の
問
題

ε
な

っ
て
み
る
。
そ

の
原

因

の

一
は
近
時

に
於
け

る
地

方

財
政

の
著

し
き
膨
張
螢
蓮

で
あ

り
他
は
国

民
経
済

の
登
達

が
最
早

財
政

の
螢
達

ご
歩
を

一
に
し

え
ざ
る
に
至
れ

る

に
あ

る
。

こ
の
車

賃

ご
傾
向

ご
を
放
任
す

る
に
於

て
は
中

央

ビ
地
方

ビ
の
財
政
圏
孚
を
激
成

し
国
民

の
過
重
負

捲

を
將
来
す

る
は
極

め
て
明

か
で
あ
ら
う
。
各
國

が

こ
の
問
題

の
解
決

に
腐

心
し

つ
＼
あ
る
は

當
然

な
事

で
あ

る

我
国

に
於

て
も
現

に
敢
育
費
國

庫

補
助
額

の
増
額

か
税
源

の
委
譲

か

ゴ
重
大
な

る
政
治
問

題
ご
な

っ
て
み
る
。
中

央

ご
地
方

財
政

に
關
嚇

す

る
こ

の
種

の
問
題

は
將
來

も
積
出
す

る
で
あ
ら
う

ご
思

ふ
。

こ
れ
ら

に
就

て
は
中
央

ざ

地
方

ご
の
財
政
関
係

を
総
括
的

に
研
究

し

て
規
律
統
制

せ
ん

ε
す

る
濁
逸

の
研
究

に
敏

へ
ら

る

、
所

が
尠

く
な

い

で
あ
ら
う

。

(
五
・
四

・
一
一
)

貌

茄
【

濁
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に
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る
聞
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